
平
成
二
十
五
年
政
令
第
百
六
十
二
号

森
林
の
間
伐
等
の
実
施
の
促
進
に
関
す
る
特
別
措
置
法
施
行
令

内
閣
は
、
森
林
の
間
伐
等
の
実
施
の
促
進
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
平
成
二
十
年
法
律
第
三
十
二
号
）
第
二
条
第
三
項
第
一
号
及
び
第
十
一
条
並
び
に
林
業
・
木
材
産
業
改
善
資
金
助
成
法
（
昭
和
五
十
一
年
法
律
第
四
十
二
号
）
第

十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。

（
生
産
事
業
者
団
体
等
の
範
囲
等
）

第
一
条
　
森
林
の
間
伐
等
の
実
施
の
促
進
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
二
条
第
三
項
第
一
号
に
規
定
す
る
生
産
事
業
者
団
体
等
と
し
て
政
令
で
定
め
る
者
は
、
森
林
組
合
及
び
森
林
組
合
連
合
会
並
び
に
こ
れ
ら

の
子
会
社
（
森
林
組
合
法
（
昭
和
五
十
三
年
法
律
第
三
十
六
号
）
第
百
十
条
第
三
項
に
規
定
す
る
子
会
社
を
い
い
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
子
会
社
と
み
な
さ
れ
る
会
社
を
含
む
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
と
す
る
。

２
　
法
第
二
条
第
三
項
第
一
号
に
規
定
す
る
種
穂
の
主
た
る
配
布
先
と
し
て
政
令
で
定
め
る
者
は
、
生
産
事
業
者
団
体
等
が
森
林
組
合
又
は
森
林
組
合
連
合
会
の
子
会
社
で
あ
る
場
合
に
お
け
る
当
該
森
林
組
合
又
は
当
該
森
林
組
合
連

合
会
の
会
員
で
あ
る
森
林
組
合
の
組
合
員
と
す
る
。

（
林
業
・
木
材
産
業
改
善
資
金
の
償
還
期
間
等
の
特
例
）

第
二
条
　
法
第
十
一
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
期
間
は
、
十
二
年
以
内
と
す
る
。

２
　
法
第
十
一
条
第
二
項
の
政
令
で
定
め
る
期
間
は
、
五
年
以
内
と
す
る
。

（
都
道
府
県
貸
付
金
の
貸
付
け
の
条
件
の
基
準
の
特
例
）

第
三
条
　
法
第
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
資
金
に
係
る
都
道
府
県
貸
付
金
（
林
業
・
木
材
産
業
改
善
資
金
助
成
法
施
行
令
（
昭
和
五
十
一
年
政
令
第
百
三
十
一
号
）
第
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
都
道
府
県
貸
付
金
を
い
う
。
）
に
つ
い

て
の
同
令
第
七
条
第
一
項
第
一
号
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
号
中
「
四
年
」
と
あ
る
の
は
、
「
六
年
」
と
す
る
。

（
林
業
・
木
材
産
業
改
善
資
金
の
償
還
期
間
の
特
例
）

第
四
条
　
法
第
十
六
条
の
政
令
で
定
め
る
期
間
は
、
十
二
年
以
内
と
す
る
。

附
　
則
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
三
年
三
月
三
一
日
政
令
第
一
三
四
号
）

こ
の
政
令
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

1


